
広報かみのかわ  26.6.1 4

【
家
庭
で
で
き
る
節
電
の
ポ
イ
ン
ト
】 「
す
だ
れ
」や「
よ
し
ず
」な
ど
で
窓
か
ら
の
日
差
し
を
和
ら
げ
、エ
ア
コ
ン
の
節
電
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

お知らせします。
2つの給付金。
お知らせします。
2つの給付金。
お知らせします。
2つの給付金。

児
童
手
当

　

現
況
届
に
つ
い
て

受け取ることができるのは1回限り、
どちらか1つの給付金です。

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
が
続

け
て
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、毎
年

6
月
に「
現
況
届
」を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。用
紙
は
該
当
者
に
6

月
中
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

こ
の
届
は
、毎
年
6
月
1
日
に
お
け

る
状
況
を
把
握
し
、児
童
手
当
を
引
き

続
き
受
け
る
権
利
が
あ
る
か
確
認
す

る
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。こ
の
届
を

提
出
し
な
い
と
、6
月
以
降
の
児
童
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、受
付
は
窓
口
受
付
と
郵
送
受

付
が
あ
り
ま
す
。郵
送
で
の
受
付
は
現

況
届
と
一
緒
に
同
封
さ
れ
て
い
る
封
筒

で
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
限

　

6
月
30
日（
月
）（
郵
送
の
場
合
、必
着
）

▼
現
況
届
に
必
要
な
書
類

　

必
要
な
書
類
は
受
給
者（
保
護
者
）

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

臨時福祉給付金

住民税の非課税者

1人につき1万円
年金や児童扶養手当等の受給者は1万5千円

※課税者の扶養親族や生活保護受給者等は除く

対象者

子育て世帯
臨時特例給付金

児童手当の受給者

子ども1人につき1万円

※児童手当の所得制限限度額以上の方や生活保護受給者等は除く

対象者
1月分の



広報かみのかわ  26.6.15

【
家
庭
で
で
き
る
節
電
の
ポ
イ
ン
ト
】 

照
明
器
具
は
省
エ
ネ
型
に
替
え
、点
灯
時
間
を
短
く
し
ま
し
ょ
う
。

▼
受
付
期
間

　

6
月
11
日（
水
）か
ら
11
月
28

日（
金
）（
郵
送
の
場
合
は
消
印

有
効
）

※
同
封
す
る
平
成
26
年
度
の
児
童

手
当
現
況
届
と
は
提
出
期
限

が
異
な
り
ま
す
。

▼
提
出
書
類

●
申
請
書

●
印
か
ん（
押
印
）

※
給
付
金
の
受
取
方
法
を
児
童
手

当
振
込
口
座
以
外
に
変
更
を

希
望
す
る
場
合
に
は
別
途
、提

出
書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
手
元
に
届
く
ご

案
内
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
を
職
場
か
ら
受
給
し
て
い
る
公

務
員
の
方
に
は
、町
か
ら
ご
案
内
や
申
請
書

は
送
付
い
た
し
ま
せ
ん
。

職
場
か
ら
配
布
さ
れ
た
案
内
を
も
と
に
、

申
請
書
等
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
書
類

●
申
請
書

●
児
童
手
当（
特
例
給
付
）受
給
状
況
証
明
書

●
指
定
し
た
口
座
が
確
認
で
き
る
通
帳　

　
　

等
の
写
し

●
印
か
ん（
押
印
）

※
給
付
金
の
受
取
方
法
を
児
童
手
当
振
込
口

座
以
外
に
変
更
を
希
望
す
る
場
合
に
は
本

人
確
認
書
類
の
写
し（
運
転
免
許
証
、写
真

付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）が
必
要

に
な
り
ま
す
。

所
得
の
少
な
い
方
へ
の
負
担

を
緩
和
す
る
た
め
に
支
給
す
る

給
付
金
で
す
。

給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に

は
申
請
が
必
要
で
す
。支
給
対
象

者
は
平
成
26
年
度
分
の
住
民
税

が
非
課
税
の
方
。た
だ
し
、課
税

者
の
扶
養
親
族
や
生
活
保
護
受

給
者
等
は
除
き
ま
す
。

▼
受
付
期
間

　

7
月
14
日（
月
）か
ら
12
月
26

日（
金
）（
郵
送
の
場
合
は
消
印

有
効
）

▼
提
出
書
類

●
申
請
書

●
本
人
確
認
書
類
の
写
し（
運

　
　

転
免
許
証
、写
真
付
き
住
民

　
　

基
本
台
帳
カ
ー
ド
等
）

●
指
定
し
た
口
座
が
確
認
で

　
　

き
る
通
帳
等
の
写
し

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　
　
　

  
9
1
2
8

子
育
て
世
帯
の
家
計
へ
の
負
担
を
減
ら
す
た
め
に
支
給
す
る
給
付
金
で
す
。

給
付
金
を
受
け
取
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
者
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
申
請
書
を
6
月
中
旬
頃
に
、平
成
26
年
度
の

児
童
手
当
現
況
届
に
同
封
し
て
お
送
り
い
た
し
ま
す（
平
成
26
年
1
月
2
日
以
降
に
児

童
手
当
の
受
給
事
由
が
消
滅
し
た
方
に
は
個
別
に
申
請
書
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
）。

ま
た
、受
付
は
窓
口
受
付
と
郵
送
受
付
が
あ
り
ま
す
。

郵
送
で
の
受
付
は
同
封
さ
れ
て
い
る
封
筒
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

●
受
給
者（
保
護
者
）の
加
入
し
て

い
る
年
金
は
何
で
す
か
？

厚
生
年
金
等
加
入
者
は
、
受
給
者

（
保
護
者
）の
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー

が
必
要
で
す
。（
国
民
年
金
加
入
者
の

場
合
は
不
要
で
す
）

●
平
成
26
年
1
月
1
日
に
上
三
川

町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
ま
し

た
か
？

住
民
登
録
が
な
か
っ
た
方
は
、平
成

26
年
度（
平
成
25
年
中
の
所
得
を
証
明

し
て
い
る
）児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

が
必
要
で
す
。平
成
26
年
1
月
1
日
の

住
民
登
録
地
で
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
者
確
定
の
た
め
に
配
偶
者
で
所

得
が
あ
る
ご
家
庭
は
、配
偶
者
の
方
の

所
得
証
明
書
も
必
要
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

●
印
か
ん（
押
印
）

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る

書
類
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、詳
し
く
は
お
手
元
に
届
く
現
況

届
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

児
童
福
祉
係

　
　
　

  

9
1
3
0

56

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
福
祉
課　

児
童
福
祉
係　
　
　

  

9
1
3
0

56

56
臨
時
福
祉
給
付
金

公
務
員
の
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
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